
長浜市予防接種料徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和７年４月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第４９号 

 

長浜市予防接種料徴収規則の一部を改正する規則 

 

長浜市予防接種料徴収規則（平成18年長浜市規則第234号）の一部を次のように改正する。 

別表新型コロナの項中「２，１００円」を「４，５７０円」に改め、同表に次のように加

える。 

帯状疱疹 長浜市予防接種事業実施要綱第２条

の表に掲げる接種対象者 

１人１回 

不活化ワクチン 

  ６，６００円 

生ワクチン 

２，６００円 

接 種 の 際

に納付 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


